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２０２０年１１月議会・議案質疑 

2020年 11月 20日 田口一登議員 

 

職員の給与に関する条例の一部改正について 

 

河村市長が就任して以来、他の自治体より厳しいのではないか 

【田口議員】職員の給与条例の一部改正について質問します。 

給与改定の内容は、本市人事委員会の勧告にもとづいて、月例給を 0.24％、一時金を 0.05

月分引き下げるというものです。本市職員の平均年間給与は、併せて約 3 万 4 千円もの減

額になります。 

本市人事委員会の勧告は、国の人事院や他の地方公共団体の人事委員会の勧告と比べて、

職員にとってたいへん厳しいものとなっています。 

一時金については、国や愛知県、他の指定都市も引き下げを勧告しましたが、月例給につ

いては、現在のところ、国は据え置き、指定都市ではマイナス勧告は仙台市だけで、0.12％

の引き下げにとどまりました。９都市は据え置き、他の９都市と愛知県は、まだ、報告・勧

告をしていません。 

本市の人事委員会の勧告が、国

や他の地方公共団体と比べて厳

しいのは、今回だけではありませ

ん。 

河村市長が市長に就任した

2009 年度からの 12 年間、月例給

については、本市ではマイナス勧

告が５回もあった一方で、プラス

勧告は３回だけでした。同じ時期

に国ではマイナス勧告は３回で

プラス勧告は６回、愛知県ではマ

イナス勧告はたったの１回で、プ

ラス勧告が８回もありました。 

そこで、人事委員会にお尋ねし

ます。 

本市の勧告は、今回は月例給ま

で引き下げを求める内容となっ

ており、過去の勧告も含め、国や他の地方公共団体と比べてたいへん厳しいものになってい

るという認識はありますか。 

名古屋市と国の給与勧告 

年 

名古屋市 国 

月例給 ボーナス 月例給 ボ一ナス 

勧告率 
（％） 

勧告 
月数 

年間 
月数 

勧告率 
(％) 

勧告 
月数 

年間 
月数 

2009 △2.99 △0.35 4.15 △0.22 △0.35 4.15 

2010 △2.35 △0.20 3.95 △0.19 △0.20 3.95 

2011 (△0.02) － (3.95) △0.23 － (3.95) 

2012 △0.73 － (3.95) (△0.07) － (3.95) 

2013 (0.01） － (3.95) (0.02) － (3.95) 

2014 0.27 0.15 4.10 0.27 0.15 4.10 

2015 0.34 0.10 4.20 0.36 0.10 4.20 

2016 △0.18 0.165 4.30 0.17 0.10 4.30 

2017 0.09 0.10 4.40 0.15 0.10 4.40 

2018 (0.02) 0.05 4.45 0.16 0.05 4.45 

2019 (△0.02) 0.05 4.500 0.09 0.05 4.50 

2020 △0.24 △0.05 4.45 (△0.04) △0.05 4.45 

勧告率及び年間月数の（ ）は較差が極めて小さく実施してない 
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調査に基づく民間給与との比較結果によるもの（人事委員会委員） 

【人事委員会委員】人事委員会の勧告制度は、職員の労働基本権の制約に対する代償措置と

して、地方公務員法上の情勢適応の原則に産づき、職員給与と民間給与の均衡を図り、職員

の適正な処遇を確保するものでございます。 

 勧告に当たっては、本委員会において、人事院等と共同して、職種別民間給与実態調査を

実施し、職員給与と民間給与との精確な比較を行っており、その比較結果により、給料表に

定める給料額を増減することが適当であると認められるときは、適当な勧告をすることと

いたしております。 

 したがいまして、本年も含め、本委員会がこれまで実施してまいりました勧告につきまし

ては、調査に基づく民間給与との比較結果によるものでございますので、ご理解賜りたいと

存じます。 

 

今年度の勧告が実施されると、職員の平均年収は、河村市長就任前の 2008年度

と比べてどれだけ減少するのか 

【田口議員】次に、総務局長にお尋ねします。 

河村市政の１２年間、国や愛知県と比べて少なかった月例給のプラス勧告でさえ、2014年

度は課長級以上については引き上げを行いませんでした。また、一時金についても、2016年

度は引き上げ幅を圧縮しました。 

引き下げは勧告通り実施し、引き上げは勧告通りには実施しない。こうした 12年間で職

員の給与は大幅に下がっていると思います。 

今年度の勧告が実施されると、職員の平均年収は、河村市長就任前の 2008年度と比べて

どれだけ減少しますか。 

 

約 81万円の減少（局長） 

【総務局長】2008 年度の行政職給料表適用者の平均年収が約 708 万円であり、今年度の勧

告を実施することによりまして約 627万円となりますことから、約 81万円の減少となりま

す。 

 

週 30時間勤務の会計年度任用短時間勤務職員のうち、報酬ランクが一番高い職

種の年収はどれだけ減少するのか 

【田口議員】職員の給与引き下げは、非正規の職員である会計年度任用職員にも影響を与え

ると思われます。 

週 30時間勤務の短時間の会計年度任用職員の場合、報酬ランクが一番高い職種では、現

在の年収からどれだけ減少するのか、併せてお答えください。 
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【総務局長】報酬ランクが一番高い職種である「企画調整等又は組織管理運営に伴う補助的

業務を行う者」については、改定前の年収が約 316万 6千円であり、今年度、職員の給与改

定に伴う引下げによりまして、約 314 万 7 千円となりますことから、約 1 万 9 千円の減少

となります。 

 

職員の意欲を削ぐ言葉は撤回を 

【田口議員】次に、河村市長にお尋ねします。 

市長は、人事委員会の勧告を受けて、「国が月例給を据え置く中、マイナス勧告が出たの

でほっとした」とコメントされました。マイナス勧告に「ほっとした」という市長の言葉を 

聞いて、コロナ関連の業務が加わり忙殺されながら、コロナ感染のリスクも抱えながら、

市民の命と暮らしを守るために奮闘している職員は、心が折れたのではないでしょうか。 

感染拡大防止の最前線で尽力されている保健所・保健センターの職員にたいして市長は、こ

の議場で「医療関係者の方からも『ナゴヤの保健センターは本当に頑張っとる』という声が

私の元に届いている」「市民に成り代わり、職員にありがとうと言いたい」と感謝の言葉を

述べられました。 

市長、これが本心なら、給与を引き下げ、職員の労苦に報いられないことに胸が痛むので

はありませんか。「ほっとした」などという職員の意欲を削ぐ言葉は撤回していただきたい。 

答弁を求めて、第１回目の質問を終わります。 

 

撤回するつもりはない（市長） 

【市長】保健所、保健センターの皆さんには、地道ですけど、名古屋の健康観察は素晴らし

い物を持っていまして、大変な努力をされて成果もあげておられているということで、感謝

していまして、この間感謝状も贈呈させていただいた。 

わしゃ共産党でわからんのは、あんたんとこ民商もあるでしょう。民商の皆さん、小さい

商売で、ラーメン屋の人もけっこうおるけど、どえりゃあ苦労ですよ。みんな。そういう状

会計年度任用職員の年収（2020 年度の上限） 

 

短時間勤務職員（週 30 時
間） 

フルタイム職員 

改定前 改定後 改定前 改定後 

企画調整等又は組織管理運営を伴う補助的業

務を行う者 
3,166,451円 3,147,438円 4,090,928円 4,067,429円 

市民対応業務等の補助的業務又は専門資格を
要する補助的業務を行う者 

2,965,248円 2,948,431円 3,829,712円 3,808,599円 

内部事務等の補助的業務を行う者 2,635,363円 2,620,787円 3,406,499円 3,386,727円 

技能労務業務の補助的業務を行う者 2,456,528円 2,448,754円 3,173,907円 3,163,862円 

簡易な補助的業務を行う者 1,570,184円 1,565,910円 2,028,986円 2,023,287円 
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況の中で、どう考えても民間の商売の苦労というのは驚くべきものがある。給料が安いとい

うより仕事がなくなりますから、ゼロですから。そういう中で、公務員の皆さんもちょっと

下がったというか、あたりまえでないと、こんなけの給料をもらうのは、ということは、か

えって公務員のみなさんに対する民間の安心感作ると思いますよ。おんなじ気持ちでやる

んだと、言うことだと思って。どうも共産党は本当に庶民の味方になっとるのか、これ、と

いう気持ちがいたします。撤回するつもりはありません。 

 

低賃金の非正規職員も含めてコロナ禍で奮闘している職員に賃下げを強いてい

いのか（意見） 

【田口議員】市長は、ほっとしたということは撤回しないといったが、総務局長が答弁した

ように、年収が 300 万円ほどしかない非正規の職員も、今回の改定で年間約１万９千円の賃

下げになります。この中には、児童虐待対応支援員やひとり親家庭応援専門員といった、子

どもやお母さんを応援する職員も含まれます。 

年収２百数十万円台から 300 万円ほどしかない低賃金の非正規職員も含めてコロナ禍で

奮闘している職員に賃下げを強いていいのか。引き続きの質問は委員会に委ねて、質問を終

わります。 

 

 

 

 


